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一 DX 時代におけるドローンの利活用 

 

 デジタル技術により社会の変革をもたらすというデジタルトランスフォーメーション(DX)が注目される中、ドローンを活用する動き

が広がっています。既に空撮や農薬散布等幅広い分野でドローンの活用事例 1が存在していることに加え、小型無人機に係る環

境整備に向けた官民協議会｢小型無人機の有人地帯での目視外飛行実現に向けた制度設計の基本方針｣(令和 2 年 3 月)2(以下

｢ドローン基本方針｣といいます。)では、将来的に、24 時間対応の高速な個宅荷物配送、医薬品や生活必需品等物資の迅速かつ

ユニバーサルな輸送、通学中の子供たちの見守り、ビル・道路・鉄道等の建築や屋内外をまたぐ点検・修繕の高効率化、農業や

林業の自動化・デジタル化等も想定されています 3。実用化に向けた研究 4や実験も急速に進んでおり、例えば、29 の事業者が実

用化に向けて、農薬散布、地形測量、空撮、輸送等様々な用途のドローンを、同時に一定区画内で複数回飛行させる高密度の

                                                   
1  例えば、従前足場を組んで作業員が目視で確認する等していた鉄鋼や石油化学等のプラントや発電所の点検にドローンを活用する事例が挙げら

れます（日経ビジネス 2020 年 6 月 15 日号 56－57 頁）。梅雨の時期を前にドローンを活用した災害危険箇所実地調査及びドローンに搭載された

赤外線カメラで被災者を捜索する訓練が行われた事例（2020 年 6 月 10 日付西部読売新聞朝刊 22 頁）や、コロナ禍の影響で苦境にある温泉街の

PR のためにドローンで撮影された映像を用いた事例（2020 年 6 月 9 日付朝日新聞朝刊 19 頁）もその一例です。 

2  https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou13.pdf 

3  ドローン基本方針 3 頁。なお、2020 年 6 月 26 日、一般社団法人国際ドローン協会は、2020 年 1 月下旬から 2 月下旬にかけて、日本で初めて、都

心部における擁壁調査をドローンを使用して行ったことを発表しています（https://ida-drone.com/news/didte/）。 

4  ドローン導入の基盤整備のための研究の一例として、日本気象協会がドローンで上空の風のデータを測定し、当該データを基に風の向きや強さを

予測し、他のドローンの安全航行に活かす研究（日経ビジネス 2020 年 6 月 15 日号 58 頁）や、京都大学発のメトロウェザー株式会社と NTT コミュ

ニケーションズ株式会社が協同で、安全にドローンが飛ばせるよう風速や風向のデータを取得する事業が挙げられます（2020 年 6 月 8 日付日本

経済新聞朝刊 7 頁）。 
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飛行テストを行った事例が先日報道されました 5 6。経済産業省も、2020 年 6 月 29 日に、｢鉱山における無人航空機(ドローン)活

用に関する手引き(案)｣についてのパブリックコメント募集を開始するとともに 7、同日、ドローンによる巡視等を内容とする「スマー

ト保安」を官民で推進することを目的として｢スマート保安官民協議会｣を設置しました 8。 

 

二 ドローンを巡る諸問題 

 

 ドローンへの注目が高まる中でドローンを巡る問題も顕在化しています。 

 

1 ドローンの墜落事故等 

 

 ドローンの墜落によって物的・人的被害が発生するとともに 9、航空機の離着陸を阻害する事案も大きな問題となっており、例え

ば、関西空港では、2019 年 10 月以降、複数回にわたってドローンのようなものを原因とする滑走路の閉鎖や欠航等が生じる事

案が発生しました 10。このような事態の際に、遠隔操縦であるため、現行法下ではドローンの操縦者を特定することが困難である

ことが指摘されています。 

 

2 レベル 1 からレベル 4 

 

 ドローンの利活用の拡大に向けて、後記のとおり、現在、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会等で航空法を中心と

する法整備が議論されており、そこでは、ドローンの利活用の類型として大きく、操縦による目視内飛行(レベル 1)、自動・自律に

よる目視内飛行(レベル 2)、無人地帯における補助者なしでの目視外飛行(レベル 3。例えば、離島や山間部、過疎地域等におけ

る荷物配送での利用)、及び有人地帯における目視外飛行(レベル 4。例えば、都心部での建物の点検での利用)の 4 つのレベル

に分けられています 11。 

 現在は、レベル 4 の飛行は原則として認められておらず、2022 年度までのレベル 4 の実現に向けて、様々な検討が進められて

いる段階にあります。人口密集地帯においては、ドローンの墜落等の事故に伴う被害は重大なものになることが想定されることか

ら、技術的な研究だけではなく、法制度上もドローンの安全性を確保するための方策が不可欠です。 

 

                                                   
5  2020 年 6 月 8 日付日本経済新聞朝刊 9 頁。 

6  その他の実用化に向けた動きとして、PwC コンサルティング合同会社とドローン用ソフト開発を手掛けるテラドローン株式会社が、企業や自治体の

ドローン導入を支援するために協業を開始したこと（2020 年 6 月 4 日付日本経済新聞朝刊 12 頁）や、KDDI 株式会社、セコム株式会社及びテラド

ローン株式会社が協力して福島県でドローンを用いた広域警備の実証実験を行ったこと（2020 年 3 月 25 日付日本経済新聞朝刊 16 頁）も報道さ

れました。 

7  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595220038&Mode=0 

8  https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200629002/20200629002.html 

9  運動会の練習風景を空中から撮影しようとしていたドローンが観客席に墜落し 2 名が軽傷を負った事案（2019 年 9 月 12 日付西部読売新聞朝刊

33 頁）や、建築現場を空撮するために飛行していたドローンが電波障害で操縦不能となり、クレーンに接触して墜落し作業員が重傷を負った事案

（2017 年 2 月 28 日付日本経済新聞夕刊 15 頁）等が報道されています。なお、各年度毎の無人航空機に係る事故トラブル等のうち国土交通省に

報告のあった事案は公表されており、平成 31 年度についてはこちらから確認することができます。 

10  2019 年 12 月 2 日付朝日新聞朝刊 30 頁。 

11  小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会「空の産業革命に向けたロードマップ 2019 小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環

境整備」（2019 年 6 月 21 日）（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou12.pdf）。 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595220038&Mode=0
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200629002/20200629002.html
https://www.mlit.go.jp/common/001292055.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou12.pdf
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3 プライバシー保護 

 

 さらに、ドローンによる空撮を考えた場合、人間ではおよそ不可能な場所や態様での撮影が可能であることから、被写体のプラ

イバシーの保護も問題となり得ます。 

 

三 航空法によるドローン規制 12 

 

1 現行法下の規制の概要 

 

 重量が 200 グラム以上のドローンは、航空法上、無人航空機に該当し 13(本三において｢ドローン｣とは、航空法上の無人航空機

に該当するドローンを意味するものとします。)、以下で詳述するとおり、①飛行空域及び②飛行方法の規制を受け、必要に応じて

許可又は承認(併せて以下｢許可等｣といいます。)を取得することが必要になります 14。これらの規制は、ドローンの飛行の安全を

確保し、ドローンが自由に飛行することによる物的・人的事故の防止を目的とするものであると考えられます 15。 

 上記①の飛行空域の規制として、以下のいずれかの空域においてドローンを飛行させる場合には、必要事項を記載した申請書

を提出 16した上で国土交通大臣の許可を受ける必要があります 17。 

 

(i) 空港等の周辺の空域 18、 

(ii) 高さ 150 メートル以上の空域 19、又は 

(iii) 人又は家屋の密集している地域の上空 20 21 

 

 上記②の飛行方法の規制として、以下のいずれかの方法によりドローンを飛行させる場合には、必要事項を記載した申請書を

                                                   
12  ドローンに関する航空法上の規制の実務上の留意事項については、国土交通省ホームページも併せてご参照ください。 

13  航空法 2 条 22 項、航空法施行規則 5 条の 2。なお、重量の意味その他の無人航空機の解釈については、航空局「無人航空機に係る規制の運用

における解釈について（平成 27 年国空航第 690 号、国空機第 930 号）」（以下「航空局解釈」といいます。）1 参照。 

14  なお、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼を受けて捜索若しくは救助を行う者が、航空機の事故その他の事故に際し、捜索又は救助

の目的のために行うドローンの飛行については、これらの規制は（飛行方法の規制に関する下記(vii)乃至(x)の規制を除き）適用されません（航空

法 132 条の 3、航空法施行規則 236 条の 9 及び 236 条の 10）。 

15  国土交通省航空局「無人航空機（ドローン、ラジコン等）の飛行に関する Q&A」Q5-7 の回答参照。 

16  申請書の提出先は、下記(i)又は(ii)の空域においてドローンを飛行させる場合については、当該飛行空域を管轄区域とする空港事務所長とされて

いますが（航空法施行規則 236 条の 3、240 条 1 項 40 号の 2、240 条の 2 第 1 項、242 条 8 号）、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長を経

由して提出することもできます（航空法施行規則 243 条 2 項 2 号）。また、下記(iii)の空域においてドローンを飛行させる場合については、当該飛行

空域を管轄区域とする地方航空局長とされていますが（航空法施行規則 236 条の 3、240 条 1 項 40 号の 2、242 条 2 号）、最寄りの空港事務所長

又は空港出張所長を経由して提出することもできます（航空法施行規則 243 条 1 項 2 号）。 

17  航空法 132 条但書、航空法施行規則 236 条の 3。 

18  航空法 132 条 1 号、航空法施行規則 236 条 1 号乃至 3 号、無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示（令和元年国土交通省告示第 460 号）1

条及び 2 条。 

19  航空法 132 条 1 号、航空法施行規則 236 条 4 号。 

20  航空法 132 条 2 号。具体的には、国勢調査の結果による人口集中地区がこれに該当します（航空法施行規則 236 条の 2）。なお、人口集中地区

は、こちらから確認することができます。 

21  航空法施行規則 236 条の 2 は、人口集中地区の中で「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が

告示で定める区域を除く」と規定していますが、現在、人又は家屋の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はありません（航

空局解釈 2 参照。）ので、結局、人口集中地区の全体が許可を要する飛行空域に該当することになります。 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001303819.pdf
https://maps.gsi.go.jp/#8/35.561278/140.339355/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m
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提出 22した上で国土交通大臣の承認を受ける必要があります 23。 

 

(i) 夜間における飛行、 

(ii) 目視 24外における飛行、 

(iii) ドローンと地上又は水上の人又は物件との間の距離が 30 メートル未満となる飛行 25、 

(iv) 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行、 

(v) 火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送する飛行、又は 

(vi) 物件投下を伴う飛行 26 

 

 なお、飛行方法については、承認が必要な上記(i)乃至(vi)の飛行方法の規制に加え、(vii)アルコール又は薬物の影響によりド

ローンの正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと、(viii)ドローンが飛行に支障がないことその他飛行に

必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること 27、(ix)航空機又は他のドローンとの衝突を予防するため、ド

ローンをその周囲の状況に応じ地上に降下させること等の一定の方法により飛行させること 28、(x)飛行上の必要がないのに高調

音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと、が規定されています 29。 

 現行法下では、前記のレベル 1 乃至 4 の区分けのうち、操縦による目視内飛行(レベル 1)及び自動・自律による目視内飛行(レ

ベル 2)に関しては、それが上記①の許可が必要となる飛行空域を飛行するものであったり、上記②の承認が必要となる飛行方法

である場合を除き、原則として、航空法上の許可等の対象とはならないと考えられます(例えば、人の少ないエリアでの日中にお

ける目視内飛行)30。これに対し、無人地帯における補助者なしでの目視外飛行(レベル 3)、及び有人地帯における目視外飛行(レ

ベル 4)に関しては、目視外飛行であることから、原則として一律に上記②の承認の対象となります 31。 

 さらに、後記 2 のとおり、現行の法令及び｢無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(平成 27 年国空航第 684 号、国

空機第 923 号)｣(以下｢審査要領｣といいます。)においては、有人地帯における目視外飛行(レベル 4)を補助者なしで行うことに関

しては原則として承認が認められていないことに留意が必要です。 

 

2 許可等の手続 

 

 ドローンの飛行に関して許可等が必要となる場合、飛行予定日の 10 開庁日前までに、法定の記載事項 32が記載された申請書

                                                   
22  申請書の提出先は、当該場所を管轄区域とする地方航空局長と規定されていますが（航空法施行規則 236 条の 8、240 条 1 項 40 号の 3、242 条

2 号）、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長を経由して申請書を提出することもできます（航空法施行規則 243 条 1 項 2 号）。 

23  航空法 132 条の 2 第 5 号乃至第 10 号、同条但書、航空法施行規則 236 条の 8。 

24  「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用して見ること、双

眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらないと解されています（航空局解釈 3-(6)）。 

25  航空法 132 条の 2 第 7 号、航空法施行規則 236 条の 6。なお、30 メートルを保つべき人又は物件の意味については、航空局解釈 3-(7)参照。 

26  水や農薬等の液体を散布する行為もここでの物件投下に該当すると解されています（航空局解釈 3-(10)）。 

27  具体的な確認事項・確認方法については、航空法施行規則 236 条の 4 参照。 

28  この方法の具体的態様については、航空法施行規則 236 条の 5 参照。 

29  航空法 132 条の 2 第 1 号乃至第 4 号。 

30  但し、他の法令の規制を受け得ることは後記四及び五のとおりです。 

31  なお、2020 年 5 月 27 日に、ドローンの技術実証等を目的とする技術実証区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、当該計画に

従って行う人口集中地区の上空の飛行や目視外飛行等に関して許可等を受けたものとみなす旨の規定（2020 年改正後の国家戦略特別区域法

25 条の 5）等を含む国家戦略特別区域法の一部を改正する法律が可決・成立し、同年 6 月 3 日に公布されました。 

32  詳細については、航空法施行規則 236 条の 3 及び 236 条の 8 並びに審査要領参照。 

https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf
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を不備等がない状態で提出する必要があります。 

 許可等の申請書が提出された場合、審査要領に従って審査が行われます。審査項目はドローンの機能・性能に関する基準適

合性 33、ドローンの操縦者の飛行経歴・知識・能力 34、提出する飛行マニュアル 35等多岐にわたります。 

 許可等の期間は、原則として 3 ヶ月以内ですが、申請内容に変更を生ずることなく、継続的にドローンを飛行させることが明らか

な場合には、1 年を限度として許可等を行うことができると規定されており 36、この場合には、飛行させる毎に許可等の申請を受け

る必要はないことになります。 

 なお、許可等の申請手続は、DIPS(Drone/UAS Information Platform System、ドローン情報基盤システム)と呼ばれるオンライン

システムで行うことも可能です。 

 これらに加え、審査要領 5-4-(3)-c)-ア)は、目視外飛行を行う場合であって補助者を配置せずに飛行させる場合には、その飛

行経路は第三者が存在する可能性が低い場所 37を設定することと規定していることから、現行の法令及び審査要領においては、

有人地帯における目視外飛行(レベル 4)を補助者なしで行うことに関しては原則として承認が認められない運用とされている 38こ

とに留意が必要です。 

 

3 2020 年航空法改正 

 

(1) 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会での議論 

 

 前記のとおり、現在ドローンの有人地帯での目視外飛行(レベル 4)を補助者なしで行うことは、原則として承認されていません

が、DX 時代を本格的に迎える中で、2022 年度のレベル 4 実現に向けて、ドローン関連の法令の拡充を念頭においた航空法改正

が現在議論されています。 

 そこでは、ドローンの利活用の拡大に向けて個別の飛行毎の手続の簡素化が目指される一方で、安全性を損なう飛行や不適

切な飛行を未然に防ぎ、また、それらに適切に対応するために安全性により配慮した制度設計が目指されています。 

 ドローン基本方針によれば、今後の方向性として、まず、①事故が発生した際の迅速な機体情報及び所有者情報の特定等を目

的としてドローンの登録制度を設けることが目指されています 39。さらに、現在航空法において許可等の対象となっている飛行空

域や飛行方法に関して、②機体の信頼性確保のための機体認証制度及び操縦者の技能確保のための操縦ライセンス制度を設

置することを前提に、③レベル 4 の飛行等の｢リスクの最も高い飛行｣については、国が個別の飛行ごとに許可・承認を行ってその

安全対策を確認する一方で、④現在個別の許可・承認が行われているものであっても、そのリスクが｢リスクの最も高い飛行｣ほど

は高くないと考えられるもの(｢比較的リスクの高い飛行｣)については、適切な機体認証及び操縦ライセンスを有することを前提

に、個別の許可・承認の対象から除外することが適当である 40と述べられています。 

                                                   
33  航空局ホームページに掲載の「ホームページ掲載無人航空機」に該当するドローンの場合には申請資料の一部省略が認められる（審査要領 2-2-

1-(2)）等、申請手続の負担軽減が図られています。 

34  航空局ホームページに掲載の「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、技能証明書等の写しを提

出することで申請資料の一部省略が認められる（審査要領 2-2-1-(6)）等、申請手続の負担軽減が図られています。 

35  航空局ホームページに掲載の飛行マニュアル（例えば、「国土交通省航空局標準マニュアル②（令和 2 年 4 月 1 日版）」等）を使用する場合には審

査を省略することとされており、当該マニュアル使用割合は現在 80%を超えているとのことです（ドローン基本方針 27 頁）。 

36  審査要領 3-3。但し、人又は家屋の密集している地域の上空での夜間における目視外飛行や催し場所の上空における飛行については、この限り

ではないと説明されていますので（https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html 参照。）、これらについては各飛行ごとに個別の承認申請が

必要となります。 

37  具体的には、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するものがこれに該当します。 

38  ドローン基本方針 4 頁及び 27 頁。 

39  ドローン基本方針 7 頁以下。 

40  ドローン基本方針 32 頁。なお、「リスクの最も高い飛行」と「比較的リスクの高い飛行」の区分けについては今後の検討事項とされています。 

https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
https://www.mlit.go.jp/common/001261997.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001220070.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
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(2) 2020 年航空法改正の概要 

 

 前記の議論も踏まえ、ドローンの利活用拡大のための土台となる｢ルール整備の第 1 弾｣として 41、2020 年 6 月 17 日に、無人航

空機の登録制度の創設と無人航空機の飛行空域及び飛行方法の規制に関する改正を含む航空法の改正法案が可決・成立し、

同月 24 日に公布されました。 

 まず、無人航空機の登録制度とは、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図ることを目的 42として、登録

を受けた無人航空機でなければ原則として航空の用に供することができない 43こととして、無人航空機の登録を義務づける制度

です。登録に際しては、その飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれる

おそれがあるかどうかが審査され 44、また、所有者の氏名等が無人航空機登録原簿に記載されます 45。 

 次に、現在許可等の対象とされている飛行空域及び飛行方法の規制に関して、それぞれ、航空機の航行の安全並びに地上及

び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合には、個別の許可等を不要とする旨の

例外規定が新設されています 46。本稿執筆時点においてここで参照されている国土交通省令の内容は明らかではなく、今後制定

される国土交通省令の内容を確認する必要がありますが、将来的に飛行ごとの個別の許可等の手続なくドローンの飛行が可能

な空域及び飛行方法が拡大される余地があるという意味で、注目すべき改正であると言えます。引き続き、今後の動向を注視す

る必要があります。 

 

四 その他の法令によるドローン規制 

 

1 小型無人機等飛行禁止法によるドローン規制 47 

 

 ドローンは、｢重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律｣(以下｢小型無人機等飛行禁止

法｣といいます。)上の小型無人機 48にも該当し、同法の規制も受けることになります。 

 小型無人機等飛行禁止法は、国の重要な施設や防衛関係施設等に対する危険の防止を目的としており 49、対象施設である①

国の重要な施設等 50、②対象外国公館等、③対象防衛関係施設、及び④対象原子力事業所、並びにそれらの周囲おおむね 300

メートルの周辺地域の上空におけるドローンの飛行を原則として禁止しており 51、これによって東京都心部においてはほとんどの

場所でドローンの飛行が禁止されることになります。 

 なお、小型無人機等飛行禁止法における｢小型無人機｣の定義は、航空法とは異なり重量 200 グラム以上という制約がないこと

から、より広い範囲でドローンが規制対象になることにも留意が必要です。 

                                                   
41  2020 年 2 月 29 日付日本経済新聞朝刊 4 頁。 

42  令和 2 年 2 月 28 日付国土交通省報道発表資料（以下「令和 2 年 2 月 28 日国交省報道資料」といいます。）。 

43  2020 年改正後の航空法 131 条の 4。 

44  2020 年改正後の航空法 131 条の 5。 

45  2020 年改正後の航空法 131 条の 6。 

46  2020 年改正後の航空法 132 条 2 項 1 号及び 132 条の 2 第 2 項 1 号。 

47  ドローンに関する小型無人機等飛行禁止法上の規制の実務上の留意事項については、警察庁ホームページも併せてご参照ください。 

48  小型無人機等飛行禁止法 2 条 3 項。 

49  小型無人機等飛行禁止法 1 条。 

50  国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居等が含まれますがこれらに限りません（小型無人機等飛行禁止法 2 条 1 項 1 号）。 

51  小型無人機等飛行禁止法 2 条 1 項、2 項、3 条 2 項、4 条 2 項、5 条 2 項、6 条 2 項、7 条 2 項、9 条。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000149.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
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 小型無人機等飛行禁止法についても、2020 年 6 月 17 日に改正法案が可決・成立し、同月 24 日に公布されました 52。法改正に

より、上記①乃至④に加え、⑤空港も対象施設に含まれることとなりました 53。当該改正の背景として、空港周辺における無人航

空機の飛行とみられる事案により滑走路が閉鎖される等、航空の利用者や経済活動に多大な影響が及ぶ事態が発生しているこ

とが挙げられており 54、施行後は、空港及び空港の周囲おおむね 300 メートルの周辺地域の上空も小型無人機等飛行禁止法の

規制対象に含まれることになります 55。 

 

2 各自治体の条例による規制 

 

 ドローンを飛行させる場合、各自治体の条例にも留意する必要があります。各自治体の条例の中には、ドローンの飛行を明示

的に規制するものと、明示的に言及していないものの、その解釈運用上ドローンの飛行を規制するものがあります。 

 前者の例として、例えば、千葉県芝山町のひこうきの丘の設置及び管理に関する条例 6 条 9 号は、｢ドローン等の小型無人機の

使用をすること｣を禁止しています。後者の例として、例えば、東京都立公園条例 16 条 10 号は｢都市公園の管理に支障がある行

為｣を禁止しており、同規定に基づいて現在東京都立公園内ではドローンの飛行は一律禁止される運用となっています 56。条例に

よる規制に関しては、網羅的ではないものの、国土交通省ホームページにおいて、｢無人航空機の飛行を制限する条例等｣と題す

る一覧が掲載されており、参考になります。さらに、後記五のプライバシー保護とも関連しますが、ドローンによる写真撮影が被写

体との関係で各自治体のいわゆる迷惑防止条例に抵触しないように配慮する必要もあります。 

 各自治体の条例に関しても、重量 200 グラム未満のドローンも規制の対象とされたり、飛行態様を問わず一律にドローンの飛行

が禁止される可能性がある等、航空法等とは異なる範囲を禁止対象とするものもありますので、事前に慎重に確認する必要があ

ります。 

 

五 プライバシー保護との関係 

 

 高い飛行能力と撮影能力を活かしたドローンの活用は DX 時代におけるドローンの利活用の重要な一面ですが、その能力ゆえ

に被写体となりうる第三者のプライバシーの保護との関係で問題が生じる可能性があります。この点に関しては、ドローンによる

撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とすることについての考え方を整理した、総務省｢『ドローン』による撮影映像等のイン

ターネット上での取扱いに係るガイドライン｣(以下｢撮影映像ガイドライン｣といいます。)が実務上参考になります。 

 撮影映像ガイドラインは、プライバシーや肖像権を侵害する違法な撮影行為か否かは、一般的には、撮影の必要性、撮影方法・

手段の相当性、撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的かつ個別的に判断される 57と述べた上で、ドローンを利用して撮影した

者等が被撮影者に対してプライバシー侵害等として損害賠償責任を負うことになる蓋然性を低くするための取組みとして、①住宅

地にカメラを向けないようにする等撮影態様に配慮すること、②プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れる

等の配慮をすること、③撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼へ

の対応を適切に行うことを例示しています 58。 

                                                   
52  今回の航空法及び小型無人機等飛行禁止法の改正については、ロボット/AI ニューズレター2020 年 6 月 19 日号も併せてご参照ください。 

53  2020 年改正後の小型無人機等飛行禁止法 2 条 1 項 4 号等。 

54  令和 2 年 2 月 28 日国交省報道資料参照。 

55  2020 年改正後の小型無人機等飛行禁止法 2 条 1 項 4 号、7 条 1 項、2 項。 

56  都立公園 Q&A 参照。 

57  撮影映像ガイドライン 4 頁。 

58  撮影映像ガイドライン 8-9 頁。 

https://www1.g-reiki.net/town.shibayama/reiki_honbun/g061RG00000586.html
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001484.html
https://www.mlit.go.jp/common/001228076.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf
https://www.jurists.co.jp/sites/default/files/newsletter_pdf/ja/newsletter_200619_robotics-artificial-intelligence.pdf
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/qanda.html
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六 おわりに 

 

 ドローンは、DX 時代を迎える中で、社会に大きな変革をもたらし得る重要なツールの 1 つになると予想され、利活用による経済

社会活動の発展と、安全性確保の要請との調整を図りながら法的規制 59の見直しが急速に進んでいます。多くの業種において活

用の余地が大きいだけに、今後もドローンを巡る法制動向を注視していくことが重要であると考えられます。 
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し

 
西村あさひ法律事務所 弁護士 

ta_nakamura@jurists.co.jp 

2008 年東京大学法学部卒業。2010 年東京大学法科大学院修了。2011 年弁護士登録。2018 年コロンビア大学ロー

スクール卒業(LL.M.)、2018-2020 年 Lane Powell PC(Seattle)勤務。2019 年ニューヨーク州弁護士登録。 

クロスボーダーおよび国内の M&A、会社法・コーポレートガバナンスその他の一般企業法務、デジタルイノベーショ

ン/デジタルトランスフォーメーションに加え、国際カルテル対応等の危機管理案件も取り扱う。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

t_mukai@jurists.co.jp 

2014 年京都大学法学部卒業。2016 年京都大学法科大学院修了。2017 年弁護士登録。M&A、デジタルイノベーショ

ン/デジタルトランスフォーメーション、会社法・コーポレートガバナンスその他の一般企業法務に加え、金融商品取

引法その他の金融規制対応、アセット・マネジメント、キャピタル・マーケッツ等を中心とするファイナンス関連業務も

取り扱う。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

m_shizawa@jurists.co.jp 

2011 年慶應義塾大学法学部卒業。2012 年リーズ大学大学院修了(M.A.)。2017 年カリフォルニア大学ロサンゼルス

校ロースクール修了(LL.M.)。2018 年慶應義塾大学法科大学院修了。2019 年弁護士およびニューヨーク州弁護士登

録。2016 年国際連合宇宙部インターン。クロスボーダー案件、M&A、デジタルイノベーション/デジタルトランスフォー

メーション、会社法・コーポレートガバナンスその他の一般企業法務等に関与。 

 

 

                                                   
59  ドローンに関しては本稿で検討した諸問題以外にも、個人情報保護法との関係、ドローンによる携帯電波利用の解禁に伴う電波法上の論点、土地

所有権（民法 207 条）と上空利用の関係、情報漏洩や無線の違法操作に関連するサイバーセキュリティーの問題等多岐にわたる検討事項が存在

しますが、本稿においては紙幅の都合上立ち入りません。 

https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0596.html
mailto:%22Nakamura,%20Takashi%22%20%3cta_nakamura@jurists.co.jp%3e
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0918.html
mailto:t_mukai@jurists.co.jp
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/1067.html
mailto:m_shizawa@jurists.co.jp
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